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令 和 ４ 年 ３ 月 １ ０ 日 

こども未来部保育計画課 

 

江東区保育所条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

 豊洲保育園の位置を変更するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第１項の規定に基づき、条例の一部を改

正する。 

 

２ 改正の概要 

 豊洲保育園の工事による住居表示の変更に伴い、位置を変更する。 

 （第２条関係） 

 

３ 施行期日 

 令和４年４月１日から施行する。 

 

４ 新旧対照表 

 ２ページを参照 
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江東区保育所条例 新旧対照表  

現行  改正案  

第１条 （略）  第１条 （略）  
（名称及び位置）  （名称及び位置）  
第２条 保育所の名称及び位置は、次のとお

りとする。  
第２条 保育所の名称及び位置は、次のとお

りとする。  

 

名称  位置  
（略）  
江東区豊洲保育
園  

東京都江東区豊洲
四丁目５番６‐１
０１号  

（略）  
 

 

名称  位置  
（略）  
江東区豊洲保育
園  

東京都江東区豊洲
四丁目５番８号 
 

（略）  
 

第３条～第１０条 （略）  第３条～第１０条 （略）  
 附 則  

 この条例は、令和４年４月１日から施行す

る。  

  

 


